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令和５年１０月２６日



議案第１号

日立都市計画 道路の変更

■ 1■



常陸多賀駅周辺地区整備事業における

日立都市計画 道路の変更について

■ 2■



本日の説明内容

１ 常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）

２ 日立都市計画 道路の変更（案）

2-1 3・6・41 多賀停車場大沼線 (東側)駅前広場～日立笠間線

2-2 3・6・108 多賀停車場間々下線 (東側)駅前広場～大学通り

2-3 8・7・3 常陸多賀駅自由通路線 (東側)駅前広場～ (西側)駅前広場

2-4 3・6・45 関口間々下線 大学通り～旧国道

３ 都市計画決定に係る手続等

■ 3■



１ 常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）

■ 4■



国道６号

常磐道

ＪＲ日立駅 ＪＲ十王駅ＪＲ常陸多賀駅ＪＲ大甕駅 ＪＲ小木津駅

日立北ＩＣ日立南・太田ＩＣ
日立中央ＩＣ

国道245号

Ｎ

ＪＲ常磐線

• 国道６号や常磐自動車道などが縦断する市街地は、南北に細長く、市域を連なるJR常磐線の５つ

の駅を中心に市街地が形成

• 今後は、都市全体の構造を見直しながら、「コンパクトなまちづくり」と「まちづくりと連携した公共交通の

ネットワーク形成」を推進（コンパクト・プラス・ネットワーク）

■日立市のまちづくりの方向性

■日立市都市計画マスタープラン 土地利用ゾーニング図

約3.5km

約26km

駅前などを拠点としながら、各拠点間を公共交通でつなぐ

「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の実現を目指す

１

■ 5■

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



■ 6■

◇ ＪＲ常磐線 常陸多賀駅
建 築 年 昭和30年
建築構造 鉄骨造一部木造平屋建て（地上駅）
乗降客数 10,404人/日 （R３年度）

１

■常陸多賀駅の概要

（H23橋上化）

常陸多賀駅

日立駅

大甕駅

小木津駅

十王駅

N

東海村

常陸太田市

高萩市

日立市

（H16半地下化）

（H30地下化）

（S53橋上化）

位置図

常陸多賀駅

(西側)
駅前広場

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）

(東側)

常陸多賀駅（西側）



今日の社会情勢や日立市の現状を踏まえな
がら、常陸多賀駅及びその周辺地区の今後の
まちづくりの方針を検討し、持続可能な魅力
あるまちづくりを計画的に推進するために策定

策定の目的

１

目標の実現に向け、

〈まちをつくるハード事業〉

〈まちをつかうソフト事業〉

の両面から、事業を推進

■常陸多賀駅周辺地区整備計画の策定（令和元年度）

■ 7■

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）

常陸多賀駅周辺地区整備計画【概要版】

くらしとにぎわい 次代に紡ぐまちづくり



■地区の課題と施設整備の必要性

都市の拠点としての
市街地の再生

交通結節点としての
機能強化

ひたちＢＲＴを活用したまちづくりの推進

施設の老朽化と整備改善

日立市総合計画

日立市まち・ひと・しごと創生総合戦略

日立市都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ・立地適正化計画

上位計画（主なもの） 常陸多賀駅周辺地区の現状

都市のスポンジ化（市街地の人口密度低下）

持続可能なまちづくりの必要性

１

■ 8■

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



■ 9■

１

中央線 国道245号国道６号南北交通軸

東西交通軸

放射・環状
道路ネットワーク

県道日立笠間線

さくら通り

鮎川停車場線

よかっぺ通り

■駅周辺の道路ネットワーク

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



１

■課題（交通混雑）

■ 10■

(西側)駅前広場周辺（ピーク時の混雑状況）

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



１

■課題（道路構造や防災性）

■ 11■

県道日立笠間線（ピーク時の混雑状況） 県道日立笠間線（冠水時の状況）

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



・ＪＲ高架下では、強雨時に冠水し、通行止
めとなる可能性がある

課題③

・西側の駅前広場では、送迎車と通過交通に
より混雑が発生
・駅周辺道路（大学通りやＪＲ高架下）でも
朝晩ピーク時に混雑が発生

課題① 過度な交通負荷・南北移動の阻害

・現行のひたちＢＲＴは、西側の駅前広場や
駅周辺の混雑箇所をルートとしており、速達
性・定時性が阻害

課題②

①交通結節機能の向上

(東側)駅前広場・東西自由通路の整備

道路整備の方向性

②混雑解消やひたちＢＲＴ機能の発揮

バイパス道路の整備

③防災性の強化

道路ネットワークと道路構造の
多重性確保

④良好な道路ネットワークの構築
都市計画道路の未整備区間等の整備

ひたちＢＲＴ機能の阻害

防災面の脆弱性・東西移動の阻害

■地区の交通課題と道路整備の方向性

１

■ 12■

常陸多賀駅周辺地区整備事業（概要）



日立都市計画 道路の変更（案）２

■ 13■



２ 日立都市計画 道路の変更（案）

整備概要図

■ 14■

3・6・41 多賀停車場大沼線

3・6・108 多賀停車場間々下線

3・6・45 関口間々下線

8・7・3 常陸多賀駅自由通路線

国道６号 国道245号

常陸多賀駅



整備概要図

■ 15■

国道６号 国道245号

常陸多賀駅

3・6・41 多賀停車場大沼線

変更区間

既決定区間

2-1 3・6・41 多賀停車場大沼線

大沼交流センター

デイリーヤマザキ

(東側)駅前広場



整備計画案

2-1

計画概要

• 県道日立笠間線交差部での右折車線整備等のた
めに、幅員を拡幅

• 広場内では、ひたちＢＲＴなどの公共交通と一般
車両の利用エリアを明確に区分できるよう、面積を
拡張する

• 駅東側へのアクセス空間として、安全かつ円滑な交
通環境の確保と利便性向上を図る

計画方針

対
象
区
間
延
長
Ｌ
＝
３
６
０
ｍ

跨線人道橋

■ 16■

(西側)駅前広場

区分 変更前 変更後

変更対象
区 間

360ｍ

幅 員 11ｍ
12ｍ （一般部）

15ｍ（交差点部）

駅前広場 3,000㎡ 約4,400㎡

(東側)駅前広場

3・6・41 多賀停車場大沼線 (東側)駅前広場～日立笠間線



整備概要図

■ 17■

3・6・108 多賀停車場間々下線

国道６号 国道245号

常陸多賀駅

2-2

新設区間

(東側)駅前広場

ミニストップ

3・6・108 多賀停車場間々下線



2-2

対
象
区
間
延
長
Ｌ
＝
３
９
０
ｍ

計画概要

• (東側)駅前広場から常磐線を跨線し、多賀停車場
兎平線(大学通り)及び関口間々下線に接続

• 線路を挟んだ東西市街地の円滑な移動動線の確
保及び利便性向上

• ひたちBRTの常陸多賀駅以北の主要運行経路を
担うことを想定

• 高架構造とすることで、周辺道路ネットワークに多重
性を持たせ、防災機能の強化を図る

• 線路上空部分等に立体的な範囲を設定

計画方針

■ 18■

日立グローバルライフ
ソリューションズ

整備計画案

区分 新設

延 長 390ｍ

幅 員 11.2ｍ

3・6・108 多賀停車場間々下線 (東側)駅前広場～大学通り

(東側)駅前広場

新設

ミニストップ

鹿島神社



整備概要図

■ 19■

8・7・3 常陸多賀駅自由通路線

国道６号 国道245号

常陸多賀駅

2-3 8・7・3 常陸多賀駅自由通路線

新設区間

(東側)駅前広場

(西側)駅前広場



2-3

計画概要

• (東側)駅前広場から常磐線を跨線し、(西側)駅前
広場に接続

• 既存跨線人道橋の課題（バリアフリー化非対応、
老朽化等）改善及び機能振替

• 線路を挟んだ東西市街地の円滑な移動動線の確
保及び利便性向上

• 交通結節点及び交流拠点としての機能向上

• 線路上空部分等に立体的な範囲を設定

計画方針

■ 20■

(東側)駅前広場跨線人道橋

整備計画案

(西側)駅前広場

8・7・3 常陸多賀駅自由通路線 (東側)駅前広場～(西側)駅前広場

区分 新設

延 長 90ｍ

幅 員 6.5ｍ

新設



整備概要図

■ 21■

国道６号 国道245号

常陸多賀駅

2-4 3・6・45 関口間々下線

3・6・45 関口間々下線

変更区間既決定区間

シュープラザ

大久保小学校

ミニストップ



2-4

計画概要

• 多賀停車場兎平線(大学通り)接続部での右折車
線整備等のために、幅員を拡幅

• 公共用地(市道)の利活用及び他路線との接続のた
めに線形を変更

• 未整備となっている本区間を整備することで、環状
型道路ネットワークの機能発現による移動円滑性や
利便性、防災性向上等を図る

計画方針

■ 22■

ミニストップ

整備計画案

区分 変更前 変更後

変更対象
区 間

160ｍ

幅 員 11ｍ
11ｍ （一般部）

14ｍ（交差点部）

そば店

鹿島神社

3・6・45 関口間々下線 大学通り～旧国道



都市計画決定に係る手続等３

■ 23■



都市計画決定に係る手続等３

■ 24■

公

聴

会

案
の
公
告
・
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会

決

定

告

示

地
元
説
明
会

地
権
者
説
明
会

地
権
者
説
明
会

県
事
前
協
議

関
係
機
関
協
議

R3
7/15,16,17

R4
3/25,26,27

R5
3/17,18

R5
4/26

R5
8/21～9/4

R5
10/26

※公述申出人なし
→公聴会中止

※意見書(1件)
提出あり

地権者説明会 (R3.7) 地権者説明会 (R4.3) 地元説明会 (R5.3)

■これまでの経過等



都市計画決定に係る手続等３

■ 25■

■意見書の要旨と市の考え方

意見書の要旨 「東側の駅前広場を整備すること」の妥当性・必要性について定量的な根拠を基に示してほしい

市

の

考

え

方

交通結節機能の向上

・ 東側利用者約3,000人/日の利便性向上

・ 河原子、大沼学区方面からの安全・スムーズなアクセス確保

送迎機能の改善

・ 西側の駅前広場では、一般車乗降場が混雑

（8台分のスペースに、ピーク時は216台/1h、44台/10分の利用）

→ 駅東西で車両送迎が可能となり、混雑緩和、送迎機能が改善

交通渋滞の解消
〈現状〉 〈整備後〉

【西側】 南北方向 8,000台／日 5,500台／日

（混雑度） (1.33)     （0.92）
※混雑度が1.0を下回り渋滞が解消

防災性の強化

・ 道路冠水の恐れが無い高架構造の道路整備

→ 市民の移動の安全性を確保

・ ひたちＢＲＴ、路線バスは東側でも発着可能

→ 安全性、定時性、速達性の確保

4
2

3
東側

駅前広場

西側
駅前広場

1

1

2

4

3

東側ロータリー



３

■ 26■

■事業の想定スケジュール

項目/年度 ～R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10～

道 路

（東側）

駅前広場

自由通路

駅 舎

ＪＲ協議・調整等

用地・物件補償

工事

工事

測量・調査

基本設計・実施設計

支障物件移転

詳細設計

都市計画決定に係る手続等



議案第２号

日立都市計画 下水道の変更

■ 1■



・海や河川など公共用水域の水質保全を図る

・生活環境の改善を図る

・水循環や水環境の
保全・創出を果たす役割を担う

下水道の目的は

日立都市計画下水道の変更

■ 2■



都市計画

土地利用に関する計画

市街地開発事業に関する計画

地区計画等

都市施設の整備に関する計画

・ 都市計画道路 ・ 公園、緑地、広場

・ 下水道 ・その他の都市施設

※これらの施設は『都市施設』（都市計画法第11条）

日立都市計画下水道の変更

■ 3■



中央処理区

日立都市計画下水道の変更

日立市下水道事業区域の全体図

■ 4■



日立都市計画下水道の変更

１会瀬中継ポンプ場の移設

２排水区域の拡大

■ 5■



日立都市計画下水道の変更

１会瀬中継ポンプ場の移設

２排水区域の拡大

■ 6■



１(1) 会瀬中継ポンプ場の概要

大甕駅

常陸多賀駅

日立駅

小木津駅

十王駅

会瀬中継ポンプ場

◇ 会瀬中継ポンプ場

建 築 年 昭和48年

構造 コンクリート構造（地上1階地下1階）

集水面積 約３６ha

流 入 量 ５００ｍ3（トン）/日

ポンプ台数 ２台

会瀬中継ポンプ場は、会瀬漁港南側の海岸用地に位置しており、昭和４

８年に会瀬町と相賀町の約３６haの面積から発生する下水の低地対策とし

て、会瀬洞門通りにある自然流下管の中央幹線と呼ばれる幹線管渠まで圧

送するために建設されました。

■ 7■



１(2) 現在の会瀬中継ポンプ場の概要

■ 8■



１(3) ポンプ場の移設理由

現会瀬中継ポンプ場

凡例

日立バイパスⅡ期計画線

舟入川

■ 9■



現会瀬中継ポンプ場

凡例

日立バイパスⅡ期計画線

１(4) ポンプ場の移設先

移設先

舟入川

（敷地面積約100㎡）

（敷地面積約500㎡）

■ 10■



日立バイパスⅡ期計画線

１(4) ポンプ場の移設先

舟入川

①

① ②

②

③

③

移設先

■ 11■



１(5) ポンプ場移設先の選定方法

移設先を決定するうえで考慮した点

・ 現在のポンプ能力で圧送が可能

・ 既設下水道管のルート沿い

・ 必要な面積の確保が可能

■ 12■



１(6) 今後のスケジュール

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

都市計画決定

都市計画法

　認可変更

下水道法

　事業計画変更

詳細設計

国交省協議

ポンプ場建設工事

下水道管移設工事

業務内容
令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

ポンプ場の
移設期限

■ 13■



日立都市計画下水道の変更

１会瀬中継ポンプ場の移設

２下水道排水区域の拡大

■ 14■



２(1) 位置図

国道６号

上合団地

日立駅

国道６号
バイパス

シーマーク
スクウェア

■ 15■



２(2) 拡大する場所（都市計画図）

滑川本町３丁目

東滑川町３丁目

上合団地

シーマーク
スクウェア

■ 16■



２(3) 拡大する場所（詳細図）

滑川本町３丁目の一部 東滑川町３丁目の一部

■ 17■



２(3) 拡大する場所（現況）

区域外 区域内

【平面図】 【断面図】

家屋

区域外

区域内

道路 既設下水道管

下水道区域外の敷地にある建物は原則下水道へ接続することはできません。

■ 18■



２(3) 拡大する場所（現況）

区域外 区域内

【平面図】 【断面図】

家屋

区域外

区域内

道路 既設下水道管

接続許可申請があった場合、
申請に基づき必要な調査を行い下水道へ接続することが適当であると認め
られるときは、下水道への接続を許可しています。（下水道法第24条）

家屋

■ 19■



告示
縦覧

都市計画
決定

※公述申出人なし
⇒公聴会中止

今後のスケジュール

素案
の作成

地元
説明会

公聴会
原案
の作成

茨城県知事との協議

公告及び
案の縦覧

都市計画
審議会

実施

計画

意見
公述

下協議 本協議

事前協議

R5.3.23
R5.3.24

R5.10.26
本日

法定手続き

意見書の
提出

※意見書提出なし

R5.4.26 R5.8.21～9.4
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